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校長 岡田 慎司  

新緑の候、保護者の皆様、並びに地域の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し

上げます。 

 令和６年度がスタートして、早１か月が過ぎようとしています。子供たちは学校生活の軌道に乗り、よく

学び、よく運動し、よく遊び、いきいきと活動している姿が見られ、嬉しくなります。 

連休が明けると、運動会に向けた練習が本格的に始まります。ご家庭では「早寝  早起き 朝ごはん」

を引き続き実践し、お子さんが万全な体調で参加できるようにしていただけたら幸いです。また、運動

会当日は、お子さんの活躍する姿をご覧いただき、声援を送っていただきますよう、よろしくお願いします。 

さて、先日、新聞を読んでいましたら、「児童歩行中事故  ５年で９７４人死傷」「登下校中５割占め

る」という見出しが目に飛び込んできました。新学期が始まる４月から７月にかけては、歩行中の小学

生の事故が増加すると書いてありました。本校の学区は広範囲にわたり、危険を感じる所もあります。

現在、たくさんのセーフティウォッチャーの皆様、保護者の皆様に見守られているおかげで、大きな事故

に遭うことなく、子供たちは元気に学校生活を送っています。我々生浜小職員も見守っていきますが、今

後も、地域の皆様、保護者の皆様のご協力を頂けたら幸いです。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊生命（いのち）の安全教育月間について 

千葉市は、子どもたちが性暴力の加害者や

被害者、傍観者にならないための教育や啓発の

充実を進めています。毎年４月を「生命（いの

ち）の安全教育月間」として、子どもたちに生命

の尊さや素晴らしさ、自分や相手を尊重し大事

にすること、一人一人が大切な存在であること

等を伝えました。 

＊学校における合理的配慮の提供について 

平成２８年４月１日から公立学校において、合

理的配慮の提供が義務となっております。合理

的配慮は、子供に合った必要かつ適当な変更

及び調整で、特定の場面において必要とされ、

過度な負担を課さないものです。学校に合理的

配慮の提供を求める場合には、学校に申し出く

ださい。 

＊子どもにこにこサポートについて 

千葉市教育委員会では、学校におけるいじ

めや体罰、性的ないやがらせ、家庭内での虐

待などの問題に対応するために、千葉市の小

学校・中学校・中等教育学校・特別支援学

校・高等学校の児童生徒に「子どもにこにこサ

ポート」の手紙相談の用紙（切手不要）を配

付し、子どもをめぐる様々な問題の解決に取り

組んでいます。相談用紙は年４回（４月、７月、

１０月、１２月）学校をとおして配付し、いつでも

相談できるように学校の所定の場所や千葉市

の公民館にも置いてあります。千葉市教育委

員会のホームページから相談用紙をダウンロ

ードすることもできます。なお、電話での相談も

受け付けています。本事業についてお子様にご

紹介ください。 

＊スクールカウンセラーのお知らせ 
昨年度に引き続き、木曜日に勤務します。お子様に関する悩みやお子様自身が相談したいことを

お聞きします。お電話で相談の予約が可能です。                                     

☎264-7200（教頭） 



 

＊土砂災害警戒情報・避難指示が発表された場合の対応について 

気象警報等発表時の登校については、４月にお便りでお知らせしたところですが、お子様の安全  

安心に向けて改めて対応をお伝えします。 
 

〇本校学区内に「土砂災害警戒区域・基礎調査予定箇所」・「洪水浸水想定区域（計画規模）」は  

ありません。 

〇警戒区域はありませんが、学校が危険と判断した場合「臨時休業」とすることがあります。 

〇「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」以外の大雨・大雪等の警報発表時は、ご家庭の判断で  

登校させてください。保護者の判断で登校を見合わせた場合は、欠席や遅刻になりません。 

〇登校後「避難指示」が発表され、下校時も継続の見通しとなった場合は、「すぐーる」で引渡し等  

のお知らせをした上で、安全な下校対応をします。 

 

※翌登校日に気象災害の恐れがある場合「すぐーる」で対応について発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊電話対応時刻一部変更のお知らせ 

 現在、朝７時３０分～夕方１８時までを学校の電話対応時間としておりますが一部変更し、水曜日の放

課後の電話対応は１６時３０分までとさせていただきます。 働き方改革の一環として、 毎週水曜日を「ノ

ー残業デー」としたためです。                                    

子供たちのためであればどんな⻑時間勤務も良しとするという働き方は、教師という職の崇高な使命

感から生まれるものです。本校の職員も子供たちのために、勤務時間を超過して働く日々です。しかし、そ

の働き方により教師が疲弊していくのであれば、それは⼦供たちのためにはならないのではないかと思い

ます。日々の生活の質を高めたり、教職人生を豊かにしたりすることが、教師の人間性や創造性を高め、

授業が磨かれ、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことにつながると考えました。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

＊避難訓練（全校） 

 ４月２３日（火）に地震を想定した避難訓練を

行いました。当日は、雨天だったため教室での安

全確保の仕方、避難経路の確認を行いました。

子供たちは、真剣な表情で取り組み、「おかし

も」の約束を守って行動することができました。ま

た、消防署の方にも避難の様子を見ていただき

ました。訓練後の講話では、「あせらないことが

大切」という指導をいただきました。学校としても

引き続き、あせらず安全安心な行動がとれるよう

指導していきます。また、緊急の事態に備え、普

段から落ち着いて行動することや、 

きちんと話を聞く態度を育てて 

いきます。 

 ご家庭でも、非常変災時にお 

ける対応や「家族のきまり」に 

ついて話す機会を設けていた 

だければと思います。 

＊１年生を迎える会 

「セーフティウォチャー紹介の会」の後に、かわい

い１年生を迎える会を行いました。１年生は緊張し

ながらも全校の前で自己紹介が 

でき、とても立派でした。これから 

の１年生の成長がますます楽しみ 

になりました。生浜っ子委員会に 

よる〇×ゲームも盛り上がり、楽し 

い時間となりました。 

 

＊セーフティウォチャー紹介の会 

 ４月３０日（火）にセーフティウォチャーさんを学

校にお招きして、全校児童に紹介しました。日頃か

ら登下校の安全を見守ってくださる皆さんへ感謝

の気持ちを込めて、全校で「よろし 

くお願いします」の挨拶をしました。 

登下校の際には、自分から気持 

ちのよい挨拶できるように子供たち 

に伝えました。 
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